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税理士法人 中央青山

  
 

私たち税理士法人中央青山は、全世界144カ

国に12万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約300人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約70名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Moneyと

してご満足をいただけるサービスを提供するこ

とが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を
前提としておりますので、個別案件への応用また

はより専門的な案件の取引への取組に際しまし

ては、是非私どもの金融部を皆様の良きパートナ

ーとしてご利用下さい。 
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不動産関連税制について 
 

 

 

平成15年度税制改正において、土地の有効利用等を促進する

観点から、土地流通に関する税負担を大幅に軽減する改正が行

われました。その後、土地の登録免許税の課税標準を1/3に軽

減する特例が廃止され、また、平成17年度税制改正において、

一定の特定目的会社および投資法人に対する不動産取得税の

軽減措置および不動産の譲渡に係る印紙税の軽減措置の適用

期限が延長されました。今月のニュースレターでは、不動産取引

に係る流通税の概要についてご紹介します。 

 

 

 

1. 登録免許税 
不動産の登記に係る登録免許税の税率は以下のとおりです。 

 

 平成18年3月31日

まで 

平成18年4月1日

以降 

①所有権の保存 0.2％ 0.4％ 
②売買による所有権

の移転 
1.0％ 2.0％ 

③合併による所有権

の移転 
0.2％ 0.4％ 

④所有権の信託 0.2％ 0.4％ 
 

＜特定目的会社および投資法人＞ 

 

 平成18年3月31日

まで 

平成18年4月1日

以降 

売買による所有権の

移転 0.6％ 2.0％ 
 



 (2)

一定の要件を満たす特定目的会社が資産流動化計画に基づき不動産を取得した場合および一定の要件を

満たす投資法人が不動産を取得した場合の所有権移転登記の税率は、平成18年3月31日まで上記の0.6％

が適用されます（租税特別措置法83条の3）。 
 
 
2. 不動産取得税 
 

平成18年3月31日までの期間、標準税率が下記のとおり引き下げられています（地方税法附則11の2）。また、

平成17年12月31日までの間、宅地および宅地比準土地の取得について、課税標準を価格の2分の1とする特

例措置（地方税法附則11の5）が適用されます。以下の土地に係る平成17年12月31日までの税率は、1/2の

軽減措置を考慮後のものです。 

 

 平成17年12月31日まで 平成18年1月1日～ 

平成18年3月31日 

平成18年4月1日以降 

建物 3.0％ 3.0％ 4.0％ 
土地 1.5％ 3.0％ 4.0％ 

 

＜特定目的会社および投資法人＞ 

 

 平成17年12月31

日まで 

平成18年1月1日～ 

平成18年3月31日 

平成18年4月1日～ 

平成19年3月31日 

平成19年4月1日

以降 

建物 1.0％ 1.0％ 1.33％ 4.0％ 
土地 0.5％ 1.0％ 1.33％ 4.0％ 

 

平成17年度税制改正により、特定目的会社および投資法人が一定の要件を満たした場合に不動産取得税

の課税標準が3分の1に引き下げられる特例措置の適用期限が2年延長され、平成19年3月31日までとなりま

した（地方税法附則11条10項、地方税法附則11条19項）。上記表の各税率は1/2および1/3の軽減措置を考

慮後のものです。1/3の軽減措置を考慮した税率は、小数点以下第3位以下を四捨五入しています。 

 

 

3. 特別土地保有税 
 

平成15年以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。 
 

 

4. 印紙税 
 

平成17年度税制改正により、不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の軽減措置（租税
特別措置法91条）の適用期限が平成19年3月31日まで2年間延長されました。 
 

  本則 特例 
1千万円超5千万円以下  20,000円  15,000円
5千万円超1億円以下 60,000円 45,000円
1億円超5億円以下 100,000円 80,000円
5億円超10億円以下 200,000円 180,000円
10億円超50億円以下 400,000円 360,000円
50億円超 600,000円 540,000円
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
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